
「 群 馬 県 公 文 書 等 の 管 理 に 関 す る 条 例 」の 概 要 

 

 

 

教育委員会(文書館)は、次の業務

を行う。 

◯文書館において永年保存 

◯展示、見学会等による利用促進 

◯県民による利用請求 

→閲覧、写しの交付 

◯廃棄の際、群馬県公文書等管理

委員会への諮問 

文書館へ

移管 

文書作成の詳細なルールは、各実施機関

の公文書管理規程で明文化 

※ 各実施機関の文書管理規程の制定・

改廃は、群馬県公文書等管理委員会へ

の諮問を要する。 

 

 この条例は、県の諸活動や歴史的事実の記録である公文書

等が、健全な民主主義の根幹を支える県民共有の知的資源と

して、県民が主体的に利用し得るものであることに鑑み、地

方自治の本旨にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事

項を定めること等により、公文書の適正な管理、特定歴史公

文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって県政が適正か

つ効率的に運営されるようにするとともに、県の有するその

諸活動を現在及び将来の県民に説明する責務が全うされるよ

うにすることを目的とする。 

 

知事、議会、各行政委員会（教育委員会、公安委員会等）、警察本部長、企業管理者、県設立

の地方独立行政法人、群馬県住宅供給公社 
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実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該職員が組織的に用いるも

のとして、当該実施機関が保有しているもの。ただし、以下に掲げるものを除く。 

◯不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの（官報、白書等） 

◯特定歴史公文書等 

◯博物館や美術館等で歴史的・文化的・学術研究用の資料として特別の管理がされるもの 

実施機関は、次の業務を行う。 

◯公文書の保存期間を設定（最長30年） 

◯相互に関連する公文書を１つにする。 

◯保存期間前のできるだけ早い時期に「保

存期間満了時の措置」を設定 

②整理 

移管 

予定 

廃棄 

予定 

実施機関は、次の業務を行う。 

◯適切な場所や媒体で公文書を保存 

◯各簿冊の情報（※）をホームページで公表 

※ 名称、保存期間、保存期間満了日、保存期

間満了後の措置、保存場所等 

保存・ＨＰ公表 

◯廃棄する簿冊について、教育委員会(文書館)からの意見を求める。 

④移管又は廃棄 ③保存 

廃棄 

特
定
歴
史
公
文
書
等
の
保
存
、
利
用
等 
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①保存、利用 ②利用請求、審査請求 

 
移管元実施機関 

 

 

①利用請求

 

②意見照会 

③利用・利用制限 

  

⑤裁決 

④審査請求 

 

①規則や公文書管理規程の制定・改廃に係る実施機関からの諮問 

②特定歴史公文書等の廃棄に係る教育委員会からの諮問 

③特定歴史公文書等の審査請求に係る知事からの諮問 

【第４章】群馬県公文書等管理委員会 

 (

文
書
館)  

教
育
委
員
会 

保存期間満了時の措置の設定 

 

◯職員は、経緯も含めた意思決定に至る 

過程、事務・事業の実績を合理的に跡 

付け・検証できるよう文書を作成 

（軽微な事案を除く。） 

①作成 

歴史公文書を綴って

いない簿冊 

歴史公文書を綴った

簿冊 

歴史公文書と判断した場合、移管要請 

必要に

応じて

保 存 

延 長 

職員の文書作成義務 

◯令和 3年 4月 1日施行（群馬県公文書等管理委員会の設置については、令和 2年 4月1日施行） 

◯経過措置：施行時に実施機関が保存する公文書の移管（努力義務）、施行時に文書館が保存する歴史公文書を特定歴史公文書等とする（みなし規定） 

◯関係条例の一部改正：「群馬県情報公開条例」「群馬県個人情報保護条例」及び「群馬県立文書館の設置に関する条例」について所要の一部改正 

【第１章】総則（目的、定義、実施機関等） 

【第２章】公文書の管理 

（作成、整理、保存、移管又は廃棄） 

【第３章】特定歴史公文書等の保存、利用等 

（保存、利用、利用請求、審査請求） 

【第４章】群馬県公文書等管理委員会 

【第５章】雑則 

【第６章】罰則 

【附 則】 

条例の構成 

実施機関 

目的 公文書の定義 
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特別の理由あり 

特別の理由なし 

利

用

希

望

者 

群馬県公文書等管理委員会の委

員が、審査請求の調査審議の手

続において知り得た個人情報を

漏らした場合、罰則が適用 

【第６章】罰則 

◯研修の実施 

◯適用除外の文書 

→ 訴訟書類、押収物、公社の市町村受託文書 

◯出資等法人、指定管理者の文書管理 

 

【第５章】雑則 知事(※) 

 

(※)群馬県公文書等管

理委員会の諮問を

要する。 

附  

則 

太字部分が、現行規程にない条例制定後の新制度 
資料４－３ 


